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日本の海洋政策推進体制における 

「参与会議」 の展開と課題

楊名豪

（国立台湾海洋大学海洋法政学士学位学程助理教授）

【要約】

従来、日本の海洋行政の権限は広範囲に分散しており、国連海洋

法条約（UNCLOS）の発効以降、日本政府は海洋政策の推進体制の

一元化を図り「海洋基本法」を制定するとともに、同法に基づき各

行政機関の海洋関連事務を調整する「総合海洋政策本部」が設置さ

れた。近年では、総合海洋政策本部の下に設置された「参与会議」

が諮問に応じて意見提供を行うのみならず、政策評価にも益々重要

な役割を果たすようになっている。民間の有識者で構成される「参

与会議」は、総合海洋政策本部の政策立案・進捗監視の補佐、目下

の海洋政策課題に関する意見提供、政策に関する横のつながりの場

の提供を行う機能を有しており、従来の縦割り行政からの脱却、首

相官邸の意思決定能力の向上にも役立っている。本稿では、「参与

会議」の役割と変遷を観察することで、外部の有識者や学者が安定

的かつ長期的に海洋政策の推進に参画する仕組みに加え、日本の海

洋政策の形成に如何なる影響を与え、如何なる課題に直面してきた

のかを分析する。

キーワード：�海洋基本法、海洋基本計画、総合海洋政策、総合海洋

政策本部参与会議
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一　はじめに

1982 年の「国連海洋法条約」発効以来、日本は海洋政策体制の

統合を目指し、与野党の努力のもと「海洋基本法」を成立させると

ともに、同法により各行政機関の海洋関連事務を統括する「総合海

洋政策本部」を設立した。日本は長きにわたり海洋関連事務の管轄

が分散していたため、政策統括に向けてどれほど効果をあげられる

か注目に値する。「総合海洋政策本部」には産学の専門家からなる

「参与会議」が置かれている。諮問に応じて意見を提供し、5 年ご

との「海洋基本計画」を審議するほか、近年は政策評価における役

割が日増しに重くなっており、特に特定分野に関する研究委員会で

は政策課題に焦点を当て、フィードバックとして新しい政策の形成

にも影響を与えている。本稿では「参与会議」による歴代の会議概

要の記録や会議文書などの公式資料の分析から始め、歴代参与の評

価・分析と外部からの観察といった二次資料を補助的に用い、「参

与会議」の役割の変遷と政策修正、各省庁による海洋関連政策の統

括に対する機能を考察する。また、日本の海洋政策形成・評価の過

程に関する振り返りと、そこから得られる教訓を各界に提供する。

二　日本の海洋政策体制変革の背景

1982 年に締結された「国連海洋法条約」が 1994 年 11 月に発効

してから、世界各国はこの秩序の枠組みを前提に、立法の際に改

めて自国の法制度を見直すほか、積極的に従来の海洋政策を組み

替え、体制を推進してきた。例えば韓国では、1996 年に海洋水産

部が設立され、組織再編に伴い 2008 年に廃止されたものの、2013

年に海洋分野の職掌が再度統合され、海洋水産部が復活した。ま
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たカナダ 1 やインドネシア 2 では海洋・漁業関連事務組み替えの実

例として、海洋を専門的に所管する行政機関が設置されている。

アメリカ「国家海洋大気庁（National� Oceanic� and� Atmospheric�

Administration,� NOAA）」と中国「国家海洋局」も、名称こそ

「省」ではないものの、実質的には海洋に関して国家レベルの主務

官庁としての権力と責任を賦与されている（邱文彥�2016,�6）。

日本では 1996 年 7 月に「国連海洋法条約」が発効したことを背

景に、海洋事務関連の伝統的な省庁間の縦割り構造を見直し始め

た。海洋政策の総合的な調整に不利なだけでなく、責任の所在も不

明確であり、統括的な関連政策の策定とそれを執行する体制が必要

とされたのである。また東シナ海の尖閣諸島（台湾での呼称は釣

魚台列島）と日本海の竹島（韓国での呼称は独島）、また太平洋

上の沖ノ鳥島 3 についての紛争がしばしば国際的に注目を集めたこ

1 カナダの海洋事務主務官庁が初めて設立されたのは 1867 年で、数回にわたる

合併と名称変更を経た後、現在は「水産海洋省（Department� of� Fisheries� and�
Oceans）」。またカナダの連邦アイデンティティー・プログラム（Federa l�
Identity�Program,�FIP）によれば「漁業海洋省（Fisheries�and�Oceans�Canada）」

となっている。同省はカナダにおける海洋政策・プロジェクトの制定・実施を担

当する政府単位であり、同国の海洋及び内陸水域の経済・生態・科学的利益を

推進している。同国の漁業資源の保護と永続的利用などの任務を負っている。

Fisheries�and�Oceans�Canada,�https://www.dfo-mpo.gc.ca/index-eng.html。
2 インドネシア「海洋水産省（Kementerian� Kelautan� dan� Perikanan；Ministry� of�

Marine� Affairs� and� Fisheries）」は 1999 年に「海洋調査庁（Ocean� Exploration�
Department）」として創設された後、同年「海洋・漁業調査庁（Department� Sea�
and� Fisheries� Exploration）」、さらに 2000 年には「海洋漁業庁（Department� of�
Maritime� Affairs� and� Fisheries）」と改称され、2009 年に現行の名称となった。

同国政府で海洋関連事務と漁業の統括を担当する部署である。Ministry�of�Marine�
Affairs�and�Fisheries,�https://kkp.go.id/。

3 中華民国（台湾）外交部（2020）は、沖ノ鳥島の法的地位については国際間で争

いが存在するので、国際間でコンセンサスが得られるまでは沖ノ鳥島の法的地位

について特定の立場をとらないと表明している。
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とも、海洋政策を統括する体制への動きを速め、海洋関連行政メ

カニズムを一元化する努力となって現れてきた（櫻川� 2019,� 231-

232）。

2001 年の省庁再編以前は、運輸省が海運・港湾を、農林水産省

が漁業を主管していたのをはじめ、通商産業省・建設省・科学技術

庁・環境庁といった数多くの部署が海洋関連事務・管理に関係して

おり、管轄の分散が深刻であった。2001 年の省庁再編により海洋

関連事務の大部分は新設された国土交通省に集められたが、その下

部組織には縦割り構造が存在していた。例えば海上保安庁は海洋権

益の保護を、海事局は海運を、港湾局は港湾建設を主管するほか、

農林水産省の水産庁、経済産業省の資源エネルギー庁、環境省とい

った部署の海洋関連業務は依然としてまとめられていなかった。

「海洋開発関係省庁連絡会議」「沖ノ鳥島活用作業部会」「油汚染事

件に対する準備及び対応に関する関係省庁連絡会議」「大陸棚調査

に関する関係省庁連絡会議」など、過去に省庁間の連絡会議という

方式での海洋政策統合への試みがなかったわけではないのだが、い

ずれもはかばかしい成果があげられず、広く各界からの批判を受け

た（宋燕輝、蔡錦玲�2007,�3-11）。

したがって、「総合性」を発展させた海洋政策こそが日本各界の

期待することとなった。例えば日本経済団体連合会（経団連）によ

り提出された「21 世紀の海洋のグランドデザイン」という意見書

は、2 年後に文部科学省科学技術審議会の提出した報告書「21 世

紀初頭におけるわが国の海洋政策」を初めとする海洋政策文書に

大きな影響を与えた（日本経済団体連合会� 2000；海洋政策研究財

団� 2007）。日本沿岸域学会、海洋産業研究会、日本学術会議・海

洋科学研究連絡委員会、また「海洋政策研究財団（現「笹川平和財

団・海洋政策研究所」）」も、総合的な海洋政策を打ち出すためさ
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らに統合を進めるべきであるという提言を行った（日本沿岸域学会�

2000；日本学術会議海洋科学研究連絡員会� 2005；海洋政策研究財

団�2002）。

このほか、日中両国では 2002 年以後、海洋関連の議題でしばし

ば衝突が起こるようになった。例えば 2004 年には中国の民間人が

尖閣諸島に上陸する事件が発生、また同国の海洋調査船が通告なし

で活動を行い、沖ノ鳥島を基準とする排他的経済水域（EEZ）の設

置に異議を唱え、さらに海賊による商船襲撃と一連の海難事故が発

生し、海洋関連部署の統合へのニーズが政治の議題に上ることとな

った（秋山� 2007,� 95-102）。2002 年 8 月、文部科学大臣の要求

を受け、科学技術審議会が提出した報告書「21 世紀初頭における

わが国の海洋政策」には日本海洋開発の長期的展望と基本的構想、

また推進案が盛り込まれ、総合的な方式のもとでの海洋政策の策定

・実施が必要であると指摘し、政府内の関係省庁間の協力を重視し

た（シップ・アンド・オーシャン財団� 2002）。与党自民党の政務

調査会が推進し、同党は海洋政策の全面的な発展に向けた「海洋基

本法」制定の検討を開始した。

2006 年 4 月、超党派（自民・公明・民主）の議員と専門家・学

者からなる「海洋基本法研究会」が成立し、同年 12 月に「海洋政

策大綱」と「海洋基本法案」が出された。これらを基礎とした「海

洋基本法案」は他の法案と共に第 166 回国会を通過した。2007 年

「海洋基本法」が成立、同法に基づき「総合海洋政策本部」が設置

され、新たな政策推進体制が構築された（寺島� 2020,� 79-104）。

この体制には、かつて日本の海洋政策を主管する省庁の職掌が分散

していたという欠陥を正し、海洋政策を統括する機構の設立によ

り、海洋事務の関係省庁間における協調・統合・運営機能の強化が

期待された。
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三　総合海洋政策本部参与会議の設立とその後の展開

日本における海洋政策統括機構である「総合海洋政策本部」は、

総理大臣を本部長、内閣官房長官と国土交通大臣を副本部長とする

もので、さらに国交相は「海洋政策担当大臣」を兼任して海洋政策

の基本計画制定に関する事項を担当し、その他の国務大臣も全員本

部のメンバーとなっている。普段の運営は「内閣府総合海洋政策推

進事務局」が受け持つ。同本部設置後、ほどなくして「参与会議

（正式名称「総合海洋政策本部参与会議」）」が設立された。「海

洋基本法」第 38 条 4 と「総合海洋政策本部令（以下「本部令」）」5

に基づいて設置された「参与会議」は、本部長の任命による総員

12 名を超えない専門家・学者が担当し 6、海洋行政に関する重要事

項を審議の上、本部長に意見を提出する 7。「参与会議」は重要なよ

うに見えるが、「本部令」では具体的な機能と役割を定めていな

い。

4 「海洋基本法」第 38 条「この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、

政令で定める」。
5 「総合海洋政策本部令」は、平成 19 年政令第 202 号、2007 年 7 月 20 日施行。
6 参与は非常勤で、任期は 2 年、再任されることができる（「総合海洋政策本部令」

平成 19 年政令第 202 号、第 2 条）。2023 年 7 月 1 日に新たに任命された 12 名の

参与は次の通り；田中明彦（座長、独立行政法人国際協力機構理事長）、内藤忠

顕（座長代理、日本郵船株式会社特別顧問）、井上登紀子（東京海上日動火災保

険株式会社常務取締役）、岩並秀一（三菱重工業株式会社プラント・インフラド

メイン企画管理部顧問）、尾形武寿（公益財団法人日本財団理事長）、坂本隆（深

田サルベージ建設株式会社専務取締役）、佐藤徹（東京大学大学院教授）、田島

芳満（東京大学大学院教授）、中田薫（国立研究開発法人水産研究・教育機構理

事）、西村弓（東京大学大学院教授）、原田尚美（東京大学大気海洋研究所国際

・地域連携研究センター教授）、村上豊（株式会社 NTT データ特別参与）（総合

海洋政策推進事務局�2023b）。
7 注 5 に同じ、第 1 条第 2 項。
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「参与会議」は現在（2023 年 10 月）までのところ 70 回開かれ

ている。その内容からすると会議の活動は次のようなものである。

事務局あるいは関係省庁からの政策推進の状況と予算の報告の聞き

取り、各省庁との意見交換、政策推進の現況への提言、基本計画制

定の方向の審議、年度報告制定の方向の審議、意見書をとりまとめ

て首相に提出すること、各「プロジェクトチーム（Project� Team：

PT）」と「スタディーグループ（Study�Group：SG）」8 の中間・期

末報告の聞き取りと内容精査、基本計画の実施に関する工程表の見

直しについて提言を行うこと、などである 9。「参与会議」は、総合

海洋政策本部の「シンクタンク」的なものとして首相に提言を行う

機関であると言える。同時に首相は「参与会議」の情報によって自

身の海洋分野での知識不足を補っている（王競超� 2018,� 62-63；

武見� 2017）。ただ前にも述べた通り、以上の役割や機能は最初か

ら存在していたわけではない。

「海洋基本法」は、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するため、海洋基本計画（以下「基本計画」）を制定するよう政府

に要求している。基本計画は 5 年ごとに討議され、これまでに 4 期

分が制定された 10。「参与会議」は初期の基本計画の制定過程におい

8 PT と SG との違いについて、第 42 回参与会議において事務局が「スタディグル

ープは、日本語では研究会とか勉強会と言ったほうがわかりやすいと思う。プロ

ジェクトチームは特定のプロジェクトを議論し、深めて、そして、参与会議から

意見書につなげていくというイメージ」と説明した（総合海洋政策推進事務局�

2020b）。
9 これまでの「参与会議」開催の概要と会議資料については次を参照。総合海洋

政策推進事務局「総合海洋政策本部開催状況」、https://www.kantei.go.jp/jp/
singi/kaiyou/kaisai.html#sanyo。

10 第一期から第四期までの基本計画は、それぞれ 2008 年 3 月、2013 年 4 月、2018
年 5 月、2023 年 4 月に制定された。
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て一定程度の力を発揮していた。2007 年に開かれた第一回「参与

会議」（11 月 18 日）では、将来の基本計画の制定の方向とおおよ

その枠組みを話し合い、事務局に提案している（総合海洋政策本部�

2007）。第 2 回・第 3 回「参与会議」では、基本計画原案に対する

返答を討議し 11、その意見は全てその後の基本計画の基礎となった。

第一期基本計画制定の前後の 5 回を最後に、「参与会議」は 3 年

間開かれていない。当時の「参与会議」は、第一期基本計画の制定

だけのために運営される、特定任務のための臨時的なチームの性

質を持っていたように見える。第一期基本計画実施から 4 年後の

2012 年、次期基本計画の制定に向けて第 6 回「参与会議」が開か

れ、席上、海洋基本法の理念と政策目標の達成度をいかに評価する

かという問題が話し合われた。あるメンバーからは具体的な政策目

標を立ててこそ、それが可能であるという意見が出た（総合海洋政

策推進事務局� 2012a,� 2）。基本計画制定が終わった後も「参与会

議」の任務は終わらず、あるメンバーは「参与会議」の役割が変わ

ったことと、政策評価システムの構築が必要であることに思い至っ

た。

「…省庁の枠を超えた政策を実施するのが総合海洋政策本

部の役割。さらに民間も含めた海洋産業を新たに作っていくと

いうプロセスが必要。オールジャパンとしての総合的な政策を

提言していく機関が必要なのではないか」「参与会議は、総合

的な政策を提言し、きちんと評価するシステムを作る必要があ

る。… 」（総合海洋政策推進事務局�2012a,�3）

11 第二回・第三回「参与会議」で討論された第一期基本計画の草案と参与たちの意

見については、総合海洋政策推進事務局（2007；2008a；2008b）を参照。
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またメンバーは、次期計画の議論の方向性について、「参与会

議」が政策課題のふるい分けと、深化・発展において中心的な役割

を持っていると認識していたようだ。

「そのためには省庁横断的に総合的に道筋を示し、次期計

画の目玉として打ち出す必要がある。そのためには、ある意味

選択と集中が必要。厳しい議論が予想されるが、参与会議が強

い方向性を示すべき」（総合海洋政策推進事務局�2012a,�4）

このことから当時は手探りの段階にあったといえ、「参与会議」

のメンバーは、海洋政策推進体制における自らの立ち位置を模索し

ていた。

「海洋基本法」第 16 条第 5 項によると、日本政府は「海洋に関

する情勢の変化」を勘案し、「海洋に関する施策の効果に関する評

価」を踏まえ、おおむね 5 年ごとに海洋基本計画の見直しを行い、

必要な変更を加えなければならないと定められている。そのうち

「海洋に関する施策の効果に関する評価」については、「参与会

議」メンバーも第二期基本計画の期間に、政策評価の重要性を認識

している。例えば 2012 年 11 月 27 日の意見書の「2. 今後の計画策

定について」の中に、以下のような論述がある。

「計画策定に当たっては、これまでの計画に基づき行われた

施策の厳正な評価と、施策実施に当たっては評価に基づき選択

と集中を図ることが重要である。参与会議の提案及び評価に係

る機能の強化を含めた総合海洋政策本部の機能強化に向け、そ

の方向性や内容等についてさらに検討を進めることが必要であ

る」（総合海洋政策本部参与会議�2012）
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2017 年 3 月 30 日の意見書では次のように述べている。

「参与会議では、議論の継続性を確保する観点から、前年

の参与会議意見書の提言の実施状況についても検証を加えるこ

ととした」「これらを踏まえ、参与会議では、平成 28 年度に、

海洋基本計画の諸施策に関する実施状況の評価を行う… 」

（総合海洋政策本部参与会議�2017,�1）

当該意見書の「5.�次期海洋基本計画の策定に当たっての基本的

な考え方について（1）次期計画策定に当たって考慮すべき事項」

には次のような指摘がみられる。

「まず現行計画の実施状況とその評価を盛り込んだ上で、

次に最近の海洋をめぐる情勢の変化等を踏まえた海洋政策の主

要なテーマを課題として選定し…、これらに関して『基本的な

施策の方向性』を示すべきである」（総合海洋政策本部参与会

議�2017,�15）

また以下のような審議制度の枠組みも出た。

「参与会議における次期計画に係る審議体制については、

参与会議に全参与等からなる『基本計画委員会』を設置して、

次期計画の全体的な審議を行う。また、�（1）②（筆者補足：

主要なテーマの選定と想定される施策について）の主要テーマ

のうち、特に専門的な観点から分科会的に審議すべき事項に

ついては、同委員会にその審議範囲に応じて、小委員会あるい

は PT を置くこととする」（総合海洋政策本部参与会議� 2017,�
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16）

このことによっても、「参与会議」は第二期基本計画の期間によ

みがえり、力を発揮するようになったと論じられた（武見�2017）。

第三期基本計画を前の二期と比べると、内容が詳しくなっている

だけでなく、構成にも大きな変化がみられる。まず「海上輸送の確

保」「沿岸域の総合的管理」の二項目が削除され、それぞれ「2. 海

洋の産業利用の促進」「3. 海洋環境の維持・保全」の項目の下に移

された。次に、基本法の規定に限られない基本政策 12 項目のテー

マが、一つの政策として合わせて述べられている。例えば、「海

洋調査の推進」と「海洋科学技術に関する研究開発の推進等」が

「5. 海洋調査と海洋科学技術に関する研究開発の推進等」のもと

に、「離島の保全等」と「排他的経済水域等の開発等の推進」が

「6. 離島の保全等及び排他的経済水域等の開発等の促進」のもと

に統合されている。第三に、「海洋状況把握（MDA）の能力強化」

「北極政策の推進」の二項目が新設されている。

第三期基本計画の多くの部分に、「参与会議」の意見書あるいは

PT による研究成果の内容が反映されている。一、二の例を挙げる

と、第 1 部 1（1）海洋開発・海洋調査・海域管理・人材養成・国民

の理解・海洋産業振興といった方面での成果に乏しく、関連措置の

強化が待たれるというくだりは、意見書の 1.（1）に挙げられた課

題の趣旨を反映している。また第 1 部 1（2）にある、海洋を巡る社

会情勢等の変化についての記述は、意見書の扉にある趣旨を反映し

ている（総合海洋政策推進事務局� 2012b,� 3）。さらに海洋の安全

を例にとると、第 2 部 2（2）「海洋の安全確保と国際協調の推進」

の項目で「国際情勢等も踏まえつつ、海洋の安全確保や海洋権益の

保全に着実に取り組むとともに、海洋国家として海洋秩序や海洋の



問題と研究� 第 53 巻 1 号

－82－

利用・開発・保全等に係る国際ルール作りを先導する等の国際的取

組を推進。また、海洋由来の災害に対する防災・減災対策を推進」

とされているのは、「海洋の安全保障 PT」の趣旨を反映したもの

である（総合海洋政策推進事務局�2012b,�4）。

このほか、第三期基本計画は進度管理の要求を引き上げるよう

要請している。第三期基本計画制定後、いかに計画の実施状況を追

跡し、その過程で計画の進行に微調整を加え、いかにその効果を評

価するか、それが「参与会議」の主な関心事となった。第三期基本

計画で出された進度管理への要求に対応するため（内閣府� 2018,�

81-82）、サイクル式品質管理が導入された。これ（PDCA サイク

ル）は「計画策定（Plan）」「実施（Do）」「評価（Check）」「見

直し（Act）」の 4 つからなるサイクルで、第 41 回「参与会議」

（2018 年 5 月 16 日）で初めて提唱された（総合海洋政策推進事務

局�2018a,�4,�5-8；小宮山�2013）。

上記の四項目からなるサイクルの中で、「参与会議」の役割は主

に「計画策定」と「評価」の両段階で発揮される 12。「計画策定」段階

については、海洋基本計画の関連政策の実施工程表（各政策実施機

関で策定し、政策目標・解決すべき課題・措置の内容、また日程・�

実施メカニズム・達成の指標）を「参与会議」で審議、修正の上公

布する。もともと存在していた PT と SG をその中に融合し、特定

政策を審議する。年度ごとに 2～3 のテーマを選定し 13、各 PT でと

12 実施の段階における主な対象は、関係省庁が実施する政策・措置である。見直し

の段階では、主に各省庁が毎年改めて検討する政策実施の手段で、計画の最終年

度に「参与会議」により政策実施進度表を審議する（総合海洋政策推進事務局�

2018b,�5）。
13 選定基準としては、（1）目下未処理の事項、中長期的な観点からの検討を要す

る事項、省庁横断的な課題（2）個別のプロジェクトと関連すると予想される案件
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りまとめた後「参与会議」の審議にかけるため提出、意見書に反映

させる。SG は参与の中で新しい計画の政策実施の方向について自

由に意見交換を行う。SG は PT に変わるかもしれず、「参与会議」

での審議を経てその方向を確認することになるかもしれない。「参

与会議」の下に置かれている PT と SG は政策情報収集の助けとな

り、政策企画形成段階で重要な参考資料となる。第 50 回「参与会

議」（2020 年 7 月 9 日）の席上で、まさに「参与会議」での議論

の内容が PT と SG の研究成果に由来するもので、毎年 6 月に意見

書として結実し、総理大臣に提出された後、関係各省庁の計画に

反映されていくということが言及された（総合海洋政策推進事務局�

2020a,�15）。このほか、第 43 回「参与会議」（2018 年 10 月 9 日）

においては、PT・SG・小委員会で討論される事項の選択基準が議

論され、その中でも「参与会議」にさらなる「調整」「統括」等の

機能を持たせることが可能か否かという討論事項が考慮に入れられ

た（総合海洋政策推進事務局�2018a,�5）。

「評価」段階については、2018 年 5 月の第三期基本計画制定後、

「参与会議」も政策実施を管理する工程表の重要性を確認し、事務

局に必要な情報のふるい分けとその精度を高めること、同時に目標

達成のチェック・確認に資するような指標を設定することを要求し

がある。「第三期海洋基本計画」実施期間中の PT・SG のテーマを例にとると、

2018 年：MDA と国境の離島における状況の把握、北極政策、海洋プラスチック

ゴミ対策、海上ライフライン線上の諸国との海洋産業協力の強化、海洋科学技

術。2019 年：安定かつ開かれた海洋における諸外国との海洋産業深化、MDA 科

学技術とイノベーション、海洋保護区の拡大と管理、SDG14。2020 年：国際間協

力とその推進、気候変化の環境・産業への影響、海洋産業競争力の強化、気候科

学技術についての議論。2021 年：グリーン成長戦略下の海洋産業競争力の強化、

科学技術イノベーションの議論、SDG14 の推進、海洋産業の国際的競争力強化、

海洋安全保障（総合海洋政策推進事務局�2021）。
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た。基本計画実施の二年目を迎えたとき、実施にあたる各省庁は自

己評価と修正を行うが、その内容は個々の政策についての評価レポ

ートという形をとり、毎年「参与会議」での審議または PT 内での

検討のため報告され、その結果を意見書に反映させる。このような

制度設計を通じ、「参与会議」は政策サイクルの中の「評価」機能

を一段と強化することになった。また各省庁も「参与会議」への報

告・説明に向けた過程の中で他省庁との交流を行うことになり、縦

割り行政の克服と相互理解・協力の促進につながる（総合海洋政策

推進事務局�2020a,�15）。

このほか、「参与会議」が民間からのニーズの取り込みを達成

し、政策サイクルへの組み込みを促進できるかについて、二つの肯

定的なケースを参考にすることができる。一つは、排他的経済水域

開発のための調査・研究の推進に関することである。海洋政策研究

財団は、かつて「排他的経済水域及び大陸棚の総合的な管理に関す

る法制のあり方についての提言」（2011 年 6 月）と「排他的経済

水域及び大陸棚の総合的な開発、利用、保全等に関する政策提言」

（2013 年 10 月）を出している。「参与会議」の枠組みの下、2016

年 9 月～10 月に相次いで開かれた「排他的経済水域活用 WG」と

「海域利用促進 PT」で調査・研究が行われているが、2017 年 2 月

に「海域利用促進 PT」が「参与会議」に提出した報告書には、海

洋政策研究財団の提言が反映されている（笹川平和財団海洋政策研

究所� 2017,� 6）。2016 年には「有人国境離島地域の保全及び特定

有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法（平成

28 年法律第 33 号）」（有人国境離島法）が、そして 2018 年には

「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進

に関する法律（平成 30 年法律第 89 号）」（再エネ海域利用法）が

制定されたことについて、まさにその議論の成果を踏まえたことで



2024 年 3 月号� 日本の海洋政策推進体制における「参与会議」の展開と課題

－85－

あると指摘される（牧野� 2020,� 107）。もう一つは海運政策の改

革に関することである。日本船主協会は、第四期基本計画の改定前

に「第 4 期海洋基本計画に求めるもの」（2022 年 8 月）という提

言書を出したが、これは「参与会議」意見書の中の「海上交通路線

の安定的な運輸の確保」「ネットセキュリティ対策」（意見書 17 ペ

ージ）、「海洋産業の国際的競争力の強化」（意見書 20 ページ）

などとして反映されている。その後、自由で開かれた海洋秩序の維

持と強化、カーボン・ニュートラルとデジタル・トランスフォーメ

ーションの推進といった項目を通して、日本船主協会が基本計画に

盛り込むよう訴えた国際的競争力引き上げと海事関係人材の確保と

いう問題は、大筋で同協会の意見が取り入れられている（日本船主

協会�2023）。

四　今後の課題

前述したように、「参与会議」のメンバーは早くから第二期基本

計画の政策評価機能が不足していることを意識しており、上で挙げ

た「参与会議」の「計画策定」と「評価」段階での役割強化の推移

は、同時に政策評価実施の基礎にも有利に働いた。しかしながら、

「参与会議」には今のところ解決の待たれている課題がいくつかあ

る。

まず、行政官僚と「参与会議」の間の協調には、まだすり合わせ

の時間が必要である。例えば、第三期基本計画実施の期間中、「参

与会議」は海洋空間計画の推進の重要性に着目し、2021 年の意見

書で海洋空間計画を第四期基本計画の重点として盛り込むことを提

唱、さらに「沖合風力発電に関する海域利用の法制化」を「参与会

議」の領域横断的な討論の議題とした。「参与会議」の関連議事概
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要からは、複数のメンバーが、近隣海域の洋上風力発電の発展に関

し、海洋空間計画を重視する必要があると考えていたことが見て取

れる。しかし事務局と関係省庁は消極的で、実施困難であるという

ことにも具体的な説明がなかった（兼原� 2023,� 7；総合海洋政策

推進事務局� 2022）。「参与会議」が体現する領域横断的で横方向

の議論という思考を、日本の強大な行政官僚組織が長期にわたり行

ってきた縦割り行政と、いかに併存・調和させるかは、「総合的」

あるいは「統括的な」海洋政策を構築するにあたっての一大チャレ

ンジである。

第三期基本計画は「総合的」な安全保障を主軸としているが、そ

れは単純な、海洋関連の国防・環境・経済・科学など、各分野をカ

バーすることだけを意味しない。まさに同計画の末尾で指摘されて

いるように、「政府においては、本計画に基づき、『統合的… 』

な形で各施策を、一歩一歩、着実に実施することとする」（兼原�

2023,� 3-4）。「統合」とは縦割り行政ではなく、各行政部署の計

画を足し合わせて集中させるだけのことでもなく、審議と政策決定

を通して実現しなければならないものであり、海洋政策の「統合的

な把握」「統合的な実施」は「参与会議」の機能の一層の強化にか

かっている。

次に、「参与会議」の内容は決して全面公開されているものでは

ない 14。発言者の氏名はほとんどが伏せられており、公式サイトに

は概要の形式で掲載されている。「参与会議」では公による監督の

透明化と海洋政策認識の普及という立場から、公開基準が議論され

14 「参与会議規則」第 5 条によれば、会議は非公開であるが、議事概要は会議終了

後、速やかに作成しなければならず、原則として公開するとされている（総合海

洋政策本部�2020）。
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たことが何度もあった（総合海洋政策推進事務局� 2020a,� 8）。海

洋基本計画の審議は、規則の上では座長が必要と判断すれば公開で

きることになっているのだが、大部分は全く公開されていない（総

合海洋政策推進事務局� 2020a,� 2）。事実として、議事概要の適時

公開を通じて、国民に「参与会議」における議論の焦点を理解して

もらうことは、その考え方を普及し討論するのに役に立つ（兼原�

2022,� 2）。また「参与会議」のメンバーは産業界・学術界の人物

で、社会科学・自然科学など多様な背景を有しており、これらのメ

ンバーによる「参与会議」内外で交流活動が、海洋政策策定の体制

の中で最終的に政策に反映され、国民の支持を得やすくなるという

結果にもつながる。会議の内容と文書の公開基準を決めるにあたっ

ては、各機関の報告の中で機微に触れる内容の保護と海洋政策の透

明性とのバランスを充分に考慮しなければならない。

このほか、PT・SG の常設化を進めること、また「参与会議」の

開催方式（例えば、インターネットによるリモート形式を採用し、

開催頻度を上げるか）について、メンバー間で様々な意見があっ

た。新型コロナウィルスによる特別措置により、政府は「参与会

議」と PT・SG の運営の仕方を改めて見直すこととなった。「参与

会議」開催の回数からは、近年リモートまたは書面による会議と結

合する弾力的な方式をとっていることが観察でき、これも「参与会

議」運営に有利に働いているかもしれない。
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図 1　これまでの「参与会議」開催回数

出典：総合海洋政策推進事務局（2023a）。

総合海洋政策本部が成立したのは、海洋政策を統括し、政策推進

にあたっての縦割り行政の弊害を克服するためであった。政策設計

の上で「計画策定」と「評価」の段階に関わることは確かに意義が

あるのだが、実際の運営上「参与会議」に政策統合の効果があった

のか評価するのは、容易なことではない。海洋政策実施の評価につ

いて、日本は「工程表」を採用し、基本計画の内容を各発展項目に

細分して実施状況と結びつけ、詳細な履行計画にまとめた。工程表

によれば、海洋政策の各項目が有効に実施されているかを評価する

のに資し、省庁横断的な政策でも、その設計を通じて相互参照と照

合の機能を果たすことができる。実施主体により区別した場合、海

洋政策の実施は少なくとも（1）海洋の統括機関が直接管轄・調整

を行う「直轄施策」（2）関連する複数の省庁が協力して実施する

「連携施策」（3）各省庁が単独で実施する「個別省庁施策」、の

三種類に分けることができる、と指摘される（牧野ほか� 2017）。
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（2）については、今のところは主に個々の法律により各省庁が長

期にわたって実施し、今後も各省庁の専門分野であり続けるだろ

う。この種の政策は各省庁ですでにおおむね政策評価のシステムを

持っており、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」に基づき

管轄する政策について効果を確認し、必要性・効率・有効性の観点

から自己評価を行っている。海洋統括機関は（1）（3）に属する政

策について評価を行うことができる。これらは他の省庁が行わない

評価だからである。牧野光琢ほか（2017,� 37-38）は、各省庁での

評価結果という基礎に立ち、全体的な姿勢の問題と欠陥や今後の改

善のポイントから整理を行い、総合的に評価するという二段階方式

をとることができると考えている。

五　結論

本論文では、日本の総合海洋政策本部の下に置かれた「参与会

議」の役割の変遷を観察することを通じて、従来の行政機関による

内部評価とは別に、外部の専門家・学者に長期かつ安定的に政策形

成過程に参与させるオプションがあるとの認識を得た。政府外の専

門家・学者からなる「参与会議」は、四期にわたる海洋基本計画制

定の過程を経た後、PT・SG を設置するなどシステムを発展させ、

海洋政策の当面の課題を検討することに協力した。次に、総合海洋

政策本部事務局の協力のもと、基本計画の審議と政策実施に関する

工程表の見直しは、政策の策定・評価段階で機能を発揮する一助と

なった。その一方で各省庁の報告のヒアリングと意見交換をアレン

ジし、省庁横断的な交流のもとで、政策の横方向の連繋の場を作

り、その総意を本部長（総理大臣）に報告、各政策の形成初期にお

いて統括政策への協力に力を発揮することができた。
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日本では従来、政策推進は官僚主導で行われてきたが、首相官

邸のサポート体制と政官関係が近年変化するに伴い、首相官邸主導

での策定という構図が形成されてきた。「参与会議」の設立と機能

拡大は、この政治面での推移と歩調を合わせ、政権中枢に海洋政策

のコンサルティングを提供し、官僚システム外の情報を取り入れ、

実際の民間からのニーズを反映させる重要なパイプとなった。最新

（第四期）の海洋基本計画（2023 年 4 月閣議決定）では、「参与

会議」が首脳部に見解を提供し、政策の実施状況の評価に貢献し

たと特に述べられており（内閣府� 2023,� 91）、「参与会議」の役

割が日増しに重くなっていることがうかがえる。しかし、縦割り行

政という病弊を解決するには、なお時間が必要である。それ以外に

も、本来、各分野における海洋政策の策定の役割を担っていた省庁

は、一歩退いて補助・実行役に回ることになるが、トップダウンで

の推進には、なお各省庁の実行に頼らなければならず、長期的には

海洋関連各分野での専門性が依然として政策推進の鍵になる。

「参与会議」の下に置かれている PT・SG の審議の過程は、今の

ところ原則的に非公開となっているが（総合海洋政策推進事務局�

2018c）、毎年意見書の内容を審議する際にその報告書は別紙として

つけられ、審議のポイントはわかるようになっている。「参与会議」

の審議について、センシティブな情報の安全性に配慮する前提で適

度に政策に関する意見交換の内容を公開することは、海洋政策に対

する社会全体の認識と政策形成の透明性を高めることになる。海洋

政策の影響は国民全体に及ぶものであり、常に海洋の現場のニーズ

に立ち戻らなければならず、海洋関連の業界と学者・専門家と真摯

に意見交換をしてはじめて、今後の政策推進に役立つものとなる。

（寄稿：2023 年 11 月 9 日、採用：2024 年 3 月 8 日）

翻訳：田中研也



2024 年 3 月号� 日本の海洋政策推進体制における「参与会議」の展開と課題

－91－

日本海洋政策推動體制中「參與會議」

的展開與課題

楊名豪

（國立臺灣海洋大學海洋法政學士學位學程助理教授）

【摘要】

長期以來，日本海洋事權甚為分散，自《聯合國海洋法公約》

生效後，日本尋求統合海洋政策推動體制，在朝野努力下通過《海洋

基本法》，並依該法設立了「綜合海洋政策本部」，以統籌各行政機

關之涉海事務。近年來設立於本部下之「參與會議」除提供諮詢意見

外，在政策評估的角色日益吃重，積極影響政策議程。由政府外部專

家組成的「參與會議」，具有輔助綜合海洋政策本部進行政策規劃與

進度查核、協助諮詢當前海洋政策議題、提供政策橫向聯繫場域等功

能，有助於擺脫過去省廳條塊行政的束縛，提升首相官邸決策的能

力。本文試圖藉由觀察「參與會議」自成立以來的發展，分析此一提

供外部專家學者長期穩定參與海洋政策推動之機制，如何影響日本海

洋政策的形成，以及其所面臨的課題。

關鍵字： 海洋基本法、海洋基本計畫、海洋政策、綜合海洋政策本部

參與會議
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The Development and Issues of the  
“Councilors’ Meeting”  

in Japan’s Ocean Policy Making System

Ming-Hao Yang
Assistant Professor, Bachelor Degree Program  

in Ocean Law and Policy, National Taiwan Ocean University

【Abstract】

Following the UNCLOS Convention entering into force, Japan 
enacted the “Basic Act on Ocean Policy,” in which the “Headquarters  
for Ocean Policy” was established in accordance with this law to 
coordinate the sea-related affairs of the various administrative agencies.  
Over the past few years, the “Councilors’ Meeting,” under the “Head-
quarters for Ocean Policy” has not only provided consultative input 
but has actively influenced policy directions. In the past, Japan’s 
ocean affairs were decentralized, and the “Councilors’ Meeting,” 
which is composed of experts from outside the government, assists the 
Headquarter in policy planning and provides a forum for horizontal 
linkage of policies, so as to resolve the issue of decentralization in the 
past and improve Japanese government decision-making abilities. By 
observing the changing roles of the “Councilors’ Meeting,” this paper 
analyzes how this mechanism influences Japan’s ocean policy and the 
problems it has faced.

Keywords:  Basic Act on Ocean Policy, Basic Plan on Ocean Policy, 

Ocean Policy, Councilors’ Meeting of the Headquarters 

for Ocean Policy
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